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１．安心して受けられる医療

のため、国民健康保険制度の

改善を求める 

 

【質問趣旨】 

２０２１年の国民健康保険

実態調査の数値によると、国

民健康保険加入世帯の世帯主

は、職業別に見ると「無職」

が最も多く４割となってい

る。加入世帯の所得を見ると、

「所得なし」２６．１％、「０

～１００万円未満」２７．

６％、「１００万円以上２００

万円未満」２１．９％と、全

体の７５％以上が所得２００

万円未満となっている。一方

で所得に占める保険料の割合

は他の保険に比べて国民健康

保険が最も高く、加入者の暮

らしを困難にしている要因と

言える。こうなった最も重大

な原因は国の国庫支出金の↓ 

（１）国民健康保険は国民皆

保険を支える社会保障 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保険料水準統一の現段

階と保険料への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①世界に誇る国民皆保険制度は国民健康保険によって支えられている。２０１８年、

国民健康保険の財政運営は市町村から都道府県に移行したが、現在でも市町村は都

道府県とともに国民健康保険の保険者である。保険者として市町村の役割をどのよ

うに認識しているか伺う。 

 

②１９５８年、新しい国民健康保険法が制定され、その目的について「この法律は、

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄

与することを目的とする」とある。国民健康保険は相互扶助・助け合いの制度では

なく社会保障制度の一つと捉えるべきと考えるが認識を伺う。 

 

①２０２４年３月に策定された第３期愛知県国民健康保険運営方針では、２０２９

年度までに納付金ベースの統一を行い、完全統一については、２０２９年度までに

一定の結論を出すと記されているが、現段階では完全統一の方向性は出ていないと

いう認識でよいか伺う。 

 

②保険料が完全統一されると、自治体の国民健康保険会計に蓄えられた剰余金や基

金は保険料の引き下げに使えなくなる。２０２４年度から統一保険料となった大阪

府では、府内の全市町村が「国保料の高い全国ワースト５０（単身・二世帯）」に入

った。保険料水準を統一することで保険料が大きく引き上がるのではと懸念される

が認識を伺う。 
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減額であり、その分が加入者

負担となったためである。国

や県に大幅な増額を求めつ

つ、本市の加入者の暮らしを

守ることは自治体の責任と考

える。 

今回は、高すぎる保険料の

引き下げを中心に、検討が始

まって８年目を迎えている保

険料水準統一の現段階、保険

証廃止に伴う混乱防止のため

受診に際しての例外措置が続

いているマイナ保険証などに

ついて質問する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子育て支援分の保険料

への影響 

 

 

 

 

（４）子どもの均等割軽減の

拡充を 

 

 

 

 

 

 

 

 

③２０１８年、国保の財政運営が市町村から都道府県に移行し、市町村は年間の医

療費水準等に基づいて一定の納付金を納めている。県への１人当たりの納付金は２

０２６年度は、前年度より８，４１２円(４．９７％)増え、１７万７，５０２円と

なり、５年間で３割増となっている。納付金の上昇は本市の保険料にどのように影

響しているか伺う。 

 

④住民の状況を最も把握しているからこそ、保険料の賦課決定は市町村が行うこと

となっている。しかし完全統一となれば、市民の実情に合わせた保険料の調整は事

実上困難になる。保険料水準の統一は、１自治体でも反対があれば、実施できない

と言われている。本市として、保険料の統一については慎重に判断すべきと考える

が、見解を伺う。 

 

①今年度から開始された子ども子育て支援金は、２０２６年４月分から公的医療保

険料に上乗せする形で徴収される。支援金として集まったお金はどのように使われ

るのか伺う。 

 

②本市の国民健康保険の保険料及び運営にはどのように影響するか伺う。 

 

①国民健康保険は生まれたばかりの赤ちゃんにも保険料がかかる。２０２２年度か

ら国の施策として、就学前の子どもの均等割保険料の５割軽減が実現し、２０２７

年度からは１８歳まで対象が拡大される見込みとなった。国の施策は５割軽減に留

まっているため、市独自で全額免除とする場合、その事業費はどれほどか伺う。 
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（５）高すぎる国保料の引き

下げを 

 

 

 

 

 

 

 

②被用者保険では子どもが増えても扶養となるため保険料は増えない。本市独自の

子育て支援拡充のため、国民健康保険の子どもの均等割を全額免除すべきと考える

が、見解を伺う。 

 

①２０２３年度、全国の国民健康保険加入者一人当たりの平均所得は９９万円(一世

帯１４５万円)、協会けんぽでは一人当たり１８２万円(一世帯２６６万円)、組合健

保では一人当たり２５３万円(一世帯４２５万円)である。一方で２０２３年度の所

得に占める保険料の割合は、最も所得の低い７割軽減世帯が最も負担率が大きく２

１．３％となっている。国民健康保険は、軽減世帯だけで６割近くに上るなど、低

所得者層が構造的に多い一方で、その保険料が所得に占める割合は、他のどの健康

保険より高く、負担の高さが際立っていることついて、どのような認識を持ってい

るか伺う。 

 

②夫婦(30 代)・子ども(小学生)２人の 4 人世帯、所得２７６万円（収入約４００万

円)の場合、２０２５年度協会けんぽの保険料が２０万円に対し、本市の国民健康保

険の保険料は４３万６，６００円と２倍以上であり、耐え難い負担となっていると

考えるが、認識を伺う。 

  

③本市は２０２５年度、所得割の料率を引き下げ、保険料の実質引き下げを行った。

引き下げた理由および財源を伺う。 
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（６）国保加入者全員に資格

確認書の交付を 

 

 

 

 

④２０２４年度国民健康保険事業特別会計決算において、繰越金が約５億３，３０

０万円、基金が約２億７，０００万円、被保険者一人当たりにすると４２，３２９

円となっていた。２０２５年度の決算見込みで基金残高はほぼ変わらないが、繰越

金の見込みはどうか伺う。 

 

⑤そもそも国民健康保険事業特別会計における繰越金や基金は被保険者が納めた保

険料の一部であり、余っていれば、被保険者に還元するべきものである。実際、国

庫支出金や県支出金は決算時に精算されている。２０２６年度も、繰越金と基金を

活用し昨年度に引き続き国保料を引き下げるべきと考えるが見解を伺う。 

 

①本市のマイナ保険証の登録者数は２０２６年５月１日時点で１３，５１３人、国

民健康保険の被保険者の７３．２％となっているが、２０２５年度利用登録を解除

した方が１５４人であった。厚労省によると本年３月のマイナ保険利用率は６割を

超えたとなっているが、本市における直近の国保加入者及び後期高齢者のマイナ保

険証の利用率はどれほどか伺う。 

 

②２０２５年１２月、すべての健康保険証が期限切れ以降、期限切れの保険証や、「資

格情報のお知らせ」のみを持参した場合でも、適切に受診ができる暫定的な対応が

とられている。その期限が本年７月末までとなっているが、国民健康保険及び後期

高齢者医療制度において、８月以降はどのような対応になるのか伺う。 
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③任意であるマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みをつくり、従来の

全ての保険証を廃止したために、特に高齢者等を中心に医療機関を受診する際のト

ラブルが多発している。これを解消するための例外措置、あるいはマイナ保険証の

期限切れや登録解除などを処理する事務は、自治体にも医療機関にも大きな負担と

なっている。従来の保険証のように利用できる資格確認書の交付は、保険者の自治

事務であるため、自治体の判断で交付することができる。後期高齢者医療制度は県

の広域連合の判断になるが、本市の国保加入者には、マイナ保険証の保有の有無に

かかわらず、全員に「資格確認書」を職権交付すべきと考えるが見解を伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


